
平成23年6月30日
東京都港区芝二丁目31番15号

株式会社　センチュリーライフ
代表取締役　安永雄一郎

貸借対照表(平成23年3月31日現在)
(単位:千円)

資      産      の      部 負      債      の      部

科      目 金      額 科      目 金      額

流動資産 315,360         流動負債 293,628         

現金及び預金 149,798         買掛金 13,083          

営業未収入金 125,661         未払金 11              

商品 3,043           未払費用 106,760         

立替金 10,824          未払法人税等 12,534          

前払費用 5,463           預り金 97,628          

未収入金 0               前受収益 587             

その他流動資産 296             預り保証金 3,297           

繰延税金資産 16,000          賞与引当金 50,699          

未収消費税 4,275           リース債務 9,028           

固定資産 6,748,293       固定負債 6,609,900       

有形固定資産 5,619,822       長期借入金 4,090,000       

建物 3,384,645       長期前受金 2,339,038       

構築物 24,941          長期前受収益 460             

車両運搬具 95              入室保証金 118,943         

備品 91,153          退職給付引当金 49,755          

土地 2,109,359       リース債務 11,704          

リース資産（有形） 9,629           

無形固定資産 10,108          負  債  合  計 6,903,528       

ソフトウェア 228             純　　　資　　　産      の      部

リース資産（無形） 9,880           

株主資本 160,125         

投資その他の資産 1,118,362       

長期貸付金 1,080           資本金 100,000         

差入敷金保証金 10,743          

長期前払費用 945,585         資本剰余金 275,605         

繰延税金資産 67,000          資本準備金 275,605         

その他投資 93,955          

利益剰余金 215,480 △      

その他利益剰余金 215,480 △      

　繰越利益剰余金 215,480 △      

純　資　産  合  計 160,125         

資  産  合  計 7,063,653       負債及び純資産合計 7,063,653       
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個　別　注　記　表

【 重要な会計方針 】

１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　商品 最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却方法

　　有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

　　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

　但し、ソフトウエア（自社利用）については社内における利

用可能期間（５年）に基づいております。

　　リース資産 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ

っております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引

に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

　　長期前払費用 定額法

３．引当金の計上基準

　　賞与引当金 　従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

４．引当金の計上基準 　当期より、業務委託先である子会社株式会社センチュリーシ

ティ社員の退職給与引当金及び賞与引当金相当分を費用計上す

るとともに、各々長期未払金及び未払費用に計上しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

６．連結納税制度を適用しております。
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